
お客様各位

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。

ミャンマーにおける税務年度（会計年度）及び税制に関する変更がアナウンスされておりますので、その概要をお知

らせいたします。

ミャンマーにおける税務年度の変更
ミャンマー政府の税務年度は、従来は 10 月 1 日から翌年 9 月 30 日までの 12 ヵ月間とされていましたが、ミャン

マー国軍が任命した国家行政評議会は、2021 年 10 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日の 6 ヵ月間の移行期（以下

「移行期」という）を経て、政府の税務年度を4 月 1 日から翌年 3 月 31 日へ変更することを表明しています。

本ニュースレター作成日である 2021 年 10 月 4 日現在においては、ミャンマー内国歳入局（ IRD）からは税務年

度の変更に関する正式な通達は出ていませんが、既にミャンマー中央銀行及び LTO、MTO-2 などの税務署から

は管轄企業や納税者に税務年度の変更に関する通知等が配信されており、ミャンマー国内で事業を行う全ての企

業及び個人においても同様に税務年度が変更される見込みです。なお、移行期における確定申告の期限は 2022
年 6 月末になるものと考えられます。 

税務年度の変更の対象となる税種目は明確になっていないものの、2019 年に税務年度が変更された際には、法

人所得税、個人所得税、商業税、特別物品税等の全ての税務年度が変更の対象とされたことから、これと同様の

取扱いになるものと考えられます。また、移行期における法定監査の要否についても、2019 年には移行期の 6 ヵ
月を会計年度とした法定監査が求められたことから、企業の会計年度も同様に変更され、移行期においても法定監

査が必要になるものと考えます。

Union Tax Law 2021 の公表 
IRD は 2021 年 10 月 1 日に、ミャンマーの年次税制改正にあたる Union Tax Law 2021（以下 UTL2021)を公

表しました。UTL2021 はミャンマーの新しい会計期間（2021 年 10 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日の 6 ヵ月間の移

行期）から適用され、主な変更内容は以下の通りです。

 法人所得税率の引き下げ

従来は 25％とされていた法人税率が 22％に引き下げられます。
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 個人所得税率の引き下げ

最大税率が 25％とされている点は変わりませんが、累進税率が適用される所得額のテーブルが変更されるこ

とにより実質的に負担税率が下がります。なお、移行期は 6 ヵ月間のため所得を 2 倍にして適用税率を当ては

めることになります点、ご留意ください。

No 

UTL2020（旧） UTL2021（新） 

税率 From To From To 

Kyat Kyat Kyat Kyat 

1 1 2,000,000 1 2,000,000 0% 

2 2,000,001 5,000,000 2,000,001 10,000,000 5% 

3 5,000,001 10,000,000 10,000,001 30,000,000 10% 

4 10,000,001 20,000,000 30,000,001 50,000,000 15% 

5 20,000,001 30,000,000 50,000,001 70,000,000 20% 

6 30,000,001 以上 70,000,001 以上 25% 

 その他

商業税免除費目の変更、特別物品税の税率変更（主に酒類の増税）等が行われます。

おわりに
  現時点では詳細が明確になっていない点が少なからずありますが、新型コロナウイルス対策に係る各種制限措

置が継続している状況下において、決算・税務申告の頻度が増えることにより実務負担が増加することが見込まれ

ます。一方で、収益環境が悪化しているミャンマーにおいて、所得税率の引き下げは納税者サイドからすると久々

に歓迎すべきニュースになります。
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